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○「広報なよろ」広告掲載要領

平成19年10月10日告示第1035号

改正

平成24年３月30日告示第1011号

平成25年３月26日告示第1007号

平成26年２月14日告示第1011号

平成27年１月20日告示第1004号

令和元年12月12日告示第1023号

令和３年３月31日告示第1018号

「広報なよろ」広告掲載要領

（趣旨）

第１条 この告示は、名寄市広告掲載要綱（平成19年名寄市訓令第39号。以下「掲載要

綱」という。）及び名寄市広告掲載基準（平成19年名寄市告示第1034号。以下「掲載

基準」という。）に定めるもののほか、名寄市が発行する「広報なよろ」（以下「広

報誌」という。）に広告を掲載するに当たって必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第２条 広報誌への広告掲載は、民間企業等との協働により、保有する資産の有効活用、

地域経済の活性化及び自主財源の確保を図ることを目的とする。

（広告の規格及び位置）

第３条 広告の規格は、次の各号に掲げるとおりとする。

(１) １号広告 大きさ 縦45ｍｍ×横90ｍｍ

(２) ２号広告 大きさ 縦45ｍｍ×横180ｍｍ

(３) ３号広告 大きさ 縦125ｍｍ×横180ｍｍ

(４) ４号広告 大きさ 縦260ｍｍ×横180ｍｍ

２ 広告の掲載位置は、総合政策部長が指定した位置とする。

３ 広告の色は、広報誌に準じるものとする。

（広告掲載料）

第４条 広告の掲載料は、次の各号に掲げるとおりとする。

(１) １号広告 15,000円

(２) ２号広告 22,000円

(３) ３号広告 52,000円
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(４) ４号広告 100,000円

２ 前項の規定にかかわらず、申請された広告掲載期間が６カ月を超える場合は、１カ

月につき次の各号に掲げる金額とする。

(１) １号広告 13,000円

(２) ２号広告 18,000円

(３) ３号広告 46,000円

(４) ４号広告 92,000円

（広告掲載の申込み）

第５条 広告掲載希望者は、「広報なよろ」広告掲載申込書（別記様式第１号）に、掲

載しようとする広告の原稿を添えて市長に提出しなければならない。

２ 申込み締切は、広報誌発行日の20日前とする。

３ 同一申込者が申し込める広告は、広報誌発行１回につき１号広告単位で１件限りと

する。ただし、他に申込みがない場合はこの限りでない。

（広告掲載の決定等）

第６条 市長は、前条の申込みがあったときは、申込期間満了後速やかに広告掲載の可

否を決定し、「広報なよろ」広告掲載決定通知書（別記様式第２号）により通知しな

ければならない。

２ 前項の規定による広告掲載の可否の決定は、申込みの受付順とする。

３ 広告掲載の決定通知を受けた申込者（以下「広告掲載者」という。）は、指定する

期日までに掲載しようとする広告の版下原稿を提出するものとする。

（確認書の作成等）

第７条 広告掲載者は、決定された広告掲載の内容を記載した確認書（別記様式第３号）

を提出しなければならない。

２ 前項の確認書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(１) 広告掲載の内容に関する事項

(２) 広告掲載料に関する事項

(３) 掲載要綱第９条、第10条及び第11条に定める事項

(４) その他総合政策部長が必要と認める事項

（広告掲載料の納付）

第８条 広告掲載者は、総合政策部長の指定する期限までに広告掲載料を納付しなけれ

ばならない。

（広告内容の変更）
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第９条 掲載基準第５条に定める、個別の広告に係る掲載基準の適用に関して、広告掲

載者が内容変更の求めに応じない場合、総合政策部長は広告掲載を取消すことができ

る。

（広告掲載の取下げ）

第 10条 広告掲載者は、自己の都合により、書面を添えて広告掲載の取下げを申し出る

ことができる。

２ 前項の規定により広告掲載を取下げた場合は、既納の広告料は返還しないものとす

る。

（広告掲載料の返還）

第 11条 掲載要綱第11条に規定する広告掲載料の返還は、広告掲載が決定した後に広告

掲載者の責めに帰さない理由により、広告の掲載を取消したときは、既納の広告掲載

料を返還するものとする。

２ 前項の規定により返還する広告掲載料には利子を付さない。

（その他）

第 12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成19年10月10日から施行する。

附 則（平成24年３月30日告示第1011号）

この告示は、平成24年４月１日から施行する。

附 則（平成25年３月26日告示第1007号）

この告示は、平成25年４月１日から施行する。

附 則（平成26年２月14日告示第1011号）

この告示は、平成26年４月１日から施行する。

附 則（平成27年１月20日告示第1004号）

この告示は、公示の日から施行する。

附 則（令和元年12月12日告示第1023号）

この告示は、令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和３年３月31日告示第1018号）

この告示は、令和３年４月１日から施行する。
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別記様式第１号（第５条関係）
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別記様式第２号（第６条関係）
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別記様式第３号（第７条関係）


